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令和３年みよし市教育委員会 第８回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月１９日（木）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１．６０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江   教育長職務代理者：日比野 直 子 

委  員：原 口 百合子   委 員：鈴 木 千 郷 

委 員：近 藤 憲 司 

 

教育部長：深津弘樹、教育部参事：新美貴宏、 

教育部次長兼教育行政課長：岡田高行、歴史民俗資料館長：村山孝文、 

学校教育課長：江上俊郎、学校給食センター所長：水野茂正、 

スポーツ課長：甲村 聡、生涯学習推進課長兼中央図書館長：橋本慎一郎 

 

教育行政課副主幹：西世古貴志、教育行政課主査：溝口 洋 

 

２人 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。ま

た、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条第

１項の規定に基づき、教育行政課西世古副主幹と溝口主査にお願いします。 

 

 傍聴の申出があり許可しましたので、報告させていただきます。 

 

日程１、令和３年みよし市教育委員会第８回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告 

教育委員会第７回定例会以後、本日までに出席しました行事等につきま

しては、お配りしました一覧表の通りですが、８月３日火曜日管理職研修

会を開催しました。小中学校の校長、教頭を対象にした管理職を執行する

ための研修ですが、西三河教育事務所長の山上所長をお招きして１時間半

くらい講話をいただきました。８月１１日水曜日ですがソフトボールオリ

ンピック出場選手で本市に在住の渥美選手、峰選手が今回のオリンピック

で金メダルを獲得されました。市としては市民栄光賞を贈りその功績を讃

えるということで市長と花束を渡し、市民栄光賞を贈呈しました。２人と

もさわやかな選手で、苦労とか苦しみはお話しされなかったんですが、目

標を持って頑張って見えたということは感じ取れました。また、ありがた

いことに、この体験を子どもたちに伝えたいというそんなお話をいただき

ましたので、機会があれば小中学校へも行っていただきたいと思います。

以上でございます。 
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日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第２４

号（令和３年

度教育委員

会点検評価

報告（令和２

年度実績）に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 

 

【前回（第７回定例会）会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

議案第２４号の説明をお願いします。 

 

１ページを御覧ください。令和３年度教育委員会点検評価報告書（令和

２年度実績）についてお願いします。この案を提出するのは、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報

告書を議会に提出し、公表する必要があるからです。 

初めに、みよし市教育振興基本計画みよし教育プランは平成２８年度か

ら動き出しておりますので、事務事業の内部点検に関しては、この計画の

進捗状況を点検し評価することとしています。本年度は前期５年間の進捗

状況を中心に点検、評価することといたしました。 

ここからは、別紙でお配りしましたＡ３の概要版「令和３年度（令和２

年度実績）みよし市教育委員会点検評価報告について」を基に、点検評価

の内容を説明させていただきます。 

左上、報告概要、１ ２０の作戦（重点施策）について報告いたします。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の多大な影響を受けましたが、

その中でもできることを実施し、重点施策である２０の作戦を進めてまい

りました。 

顕著な例を御紹介します。 

作戦４ 小学校のスクールカウンセラーを月２回から週１回配置できる

よう時間数を増やし、発達検査や各種相談に対応できるようにしました。 

作戦６ 市内全ての小中学校の校内無線ＬＡＮ整備と全児童生徒一人一

台の学習用タブレットの配備が完了しました。令和３年１月から運用を開

始しました。また、市内全ての小中学校の普通教室に大型提示装置を配備

しました。 

作戦１０ 日本語指導を必要とする児童生徒のための初期指導教室を、

教育センター学びの森内のなかよし教室に加え、三好丘小学校内にもおか
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よし教室を設置しました。 

作戦１１ 市内小中学校全学年が３５人以下の学級であることを生か

し、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組みました。教科によって２

学級を３学級に分けて授業を行ったり、広い特別教室を通常の教室として

転用したり、教室と廊下を分けるパーテーションを取り外したりして感染

防止対策に取り組みました。 

この他に、コロナ禍でも方法を工夫したり、規模を縮小したりして実施、

開催したものが多くあります。例えば、作戦５に係る会議や研修、作戦１

４の生涯学習講座、作戦１５の生涯学習展示、作戦１７の歴史民俗資料館

の市制１０周年を記念した企画展や特別展、作戦１８に係る図書館サービ

スや図書館講座などです。コロナ禍でも実施・開催できたことは、今後の

取組にも大きくつながると考えています。 

外部評価委員として評価をいただいた名古屋大学大学院教授の石井拓児

先生や、愛知教育大学准教授の中山弘之先生からは、資料右下の２ 学識

経験者による意見の通り、施策への取組を評価していただくとともに、今

後への課題や提案をいただきました。 

石井先生からは、一人一台タブレットや大型提示装置の整備といったＩ

ＣＴ環境の整備、少人数学級（３５人学級）の推進について高く評価して

いただきました。一方で、ＩＣＴ教育の課題、子育て支援に関する課題、

豊かな体験活動に対する課題も御指摘いただきました。 

中山先生からは、コロナ禍であっても感染防止対策を講じた上でサンラ

イブや各種講座を開催したこと等を評価していただきました。一方で、本

と慣れ親しむ環境づくり、コミュニティ・スクールや地域学校協働本部の

設置についての課題や御提案もいただいています。さらには、部活動の地

域部活動への移行に関連して、地域のスポーツ関係団体の育成、設備の充

実など、スポーツ行政の充実を求める助言もいただきました。 

括弧内の表記は、今後の方針や取組について、簡単に記載させていただ

きました。 

２０の作戦成果指標に対する進捗状況ですが、Ａ３概要版の裏面には、

先ほど顕著な例を説明した２０の作戦すべてについて、進捗状況が一覧で

分かるようにまとめてあります。成果指標と令和２年度の目標に対する現

状を示し、達成した作戦は「★達成」、コロナ禍の影響により数値が減少し

たものには矢印で減少したことが示してあります。達成目標が数値で示し

てあるものは達成できたかどうかを数値で判断し、達成状況を数値で判断

することが難しい場合は、総合的に判断いたしました。アンケートにより

調査している項目については、令和２年度はアンケート調査を実施してい

ないため、調査なしとして記載させていただきました。アンケートは令和

４年度に実施いたします。 

本冊子については、ただ今説明させていただいた２０の作戦、学識経験

者による意見に、全施策の進捗状況、教育委員会の事業実施状況、今後の

方針を加え、合計９１ページの冊子となりました。今後は、昨年度改訂し

たみよし市教育振興計画の改訂版をもとに、教育委員会一丸となって本計
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議案第２５

号（教育予

算、その他議

会の議決を

経るべき議

案に関する

意見の申出

に つ い て 

(1) 専決処

 

 

教 育 長 

 

近 藤 委 員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

近 藤 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

画の着実な遂行を目指します。説明は以上です。 

 

議案第２４号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 作戦７で、総授業数の２５パーセントで達成となっていますが、目標設

定が問題なのか、どういう分析がなされているのか。 

 

 総授業数に対するＡＬＴの時間数の割合ですから、年間３５時間、週１

回は必ず来ていただけるということの２５パーセントですので、達成度と

いうよりＡＬＴをどれくらい学校へ配置できるかということで中学校の場

合２５パーセントの目標を達成したということです。 

 

 全体の授業数の２５パーセントが基本的には高いということですね。 

 知らない人が見ると誤解を招くので、２５が１００になる設定をしてお

いたほうが良いように思いますが。 

 

 おっしゃる通りで、うまく伝わらないといけないので、示し方などを検

討させていただきます。 

 

 他はよろしいでしょうか。 

 

 【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２４号令和３年度教育委員会点検評価報告

（令和２年度実績）について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。

この後教育委員会としましては、議会へ報告し、ホームページへ掲載して

まいります。 

 

議案第２５号の説明をお願いします。 

 

議案第２５号教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見

の申出について専決処分の承認を求めることについて工事変更請負契約の

締結について説明させていただきます。 

資料３ページをお願いします。 

令和３年議案第２５号教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関

する意見の申出について専決処分の承認を求めることについて、この案を

提出するのは、令和３年第３回みよし市議会定例会に上程する上記議案に
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分の承認を

求めること

について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

原 口 委 員 

 

 

教育行政課長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

ついて、意見を求めたいからです。 

１枚おめくりいただき、資料４ページをお願いします。 

三吉小学校大規模改修（２期）建築工事について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求めるものです。 

提出日は令和３年９月９日です。 

資料５ページの専決処分書をご覧ください。 

専決日は、令和３年７月２１日です。 

処分事項は、工事変更請負契約の締結、工事名は、三吉小学校大規模改

修（第２期）建築工事、工事場所は、みよし市三好町地内、請負金額につ

きましては、変更前請負契約金額が、３億２，５９６万８，５００円、変

更後請負契約金額は、３億４，７８９万１，５００円、差し引き             

２，１９２万３，０００円の増額です。請負契約者は、愛知県名古屋市西

区浅間１丁目１番２０号栗本建設工業株式会社名古屋支店執行役員支店長

福岡秀夫です。 

理由は、三吉小学校大規模改修工事に伴い、アスベストを除去する必要

が発生し、除去、運搬及び処分のための変更契約締結の必要があるからで

す。 

資料６ページは専決処分の概要です。 

以上、議案第２５号教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関す

る意見の申出について専決処分の承認を求めることについて工事変更請負

契約の締結についての説明とさせていただきます。 

 

議案第２５号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

４ページの議案第何号と５ページの専決第何号の番号が抜けているのは

なぜですか。 

 

４ページ及び５ページの部分は、総務課が所管しており、そちらで番号

の管理をしており、まだ番号が確定していないため空白となっております。 

 

紛らわしいのですが、教育委員会の議案が３ページで詳細の内容が４ペ

ージ、５ページと続きますが、これは議会の議案番号となります。 

夏休みの期間を利用して工事を進めておりますが、急遽アスベストが見

つかり、金額が高いので議会案件となりますが、夏休み期間中に工事を終

えるためこうした専決処分で行うものです。 

 

その他いかがでしょうか。 

 

 【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２５号教育予算、その他議会の議決を経る
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日 程 ５ 

【協議及び

報告事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

べき議案に関する意見の申出について、原案を可決することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第２６号の説明をお願いします。 

 

議案第２６号みよし市立学校体育施設スポーツ開放規則の一部改正につ

いて御説明をさせていただきます。 

資料７ページをご覧下さい。 

議案第２６号みよし市立学校体育施設スポーツ開放規則の一部改正につ

いて、この案を提出するのは、行政手続の簡素化や行政サービスの効果的・

効率的な提供に向け、押印を廃止する必要があるからです。 

８ページをご覧下さい。 

改正の内容は、様式第１２号学校体育施設スポーツ開放使用料還付請求

書中の印を削るものです。 

施行は令和３年９月 1 日、経過措置としまして、改正前の還付請求書に

ついて、当分の間使用することができることとしています。説明は以上で

す。 

 

議案第２６号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２６号みよし市立学校体育施設スポーツ開

放規則の一部改正について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 

続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協

議及び報告をお願いします。 

 最初に９月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 

資料１１、１２ページを御覧ください。 

教育委員の皆さまにご案内させていただく行事といたしましては、資料

１２ページの、９月１５日水曜日９時２０分から２０２会議室にて教育委

員協議会、１０時から６０１、６０２会議室におきまして第９回教育委員
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各 委 員 
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会定例会を開催します。 

続いて２５日土曜日、北部、三吉、緑丘、黒笹小の運動会、２６日日曜

日三好公園総合体育館において第３７回みよし市長杯争奪中学校新人体育

大会、２８日火曜日中部小学校で運動会をそれぞれ開催いたします。なお、

小学校の運動会につきましては新型コロナウィルス感染症防止対策をしっ

かり行い、開催の予定となっておりますが、拡大状況によっては中止若し

くは延期となる場合もございます。また、区長や議員等の来賓案内につい

ても現在調整中です。教育委員の皆さまには出席の予定で準備をすすめて

いますが、細かいところが決定しだい御連絡させていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 続きまして教育行政課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

教育行政課からは、審査承諾をした後援等申請の報告について及び専決

処分の報告について工事変更請負契約の締結について報告させていただき

ます。 

始めに資料１３ページをお願いします。 

審査承諾をした後援等申請は、過去に後援等の実績のある事業が５件、

新たに後援等の申請があった事業はありませんでした。 

過去に後援等の実績のある事業としまして、第１６回キッズアスレチッ

クスフェスティバル、申請者はキッズアスレチックスフェスティバル実行

委員会、開催日が令和３年１１月２０日土曜日、会場はウエーブスタジア

ム刈谷 です。内容としましては、小学生を対象に、日本トップ選手らの直

接指導の下、陸上競技の走る・飛ぶ・投げるなどの様々な種目を体験チャ

レンジする機会を提供することによって、地域スポーツの発展及び陸上競

技の普及に貢献しようとするものです。 

続に、第４８回豊田みよし珠算競技大会、愛知県小学生あんざんそろば

ん予選大会、申請者は公益社団法人全国珠算教育連盟愛知県支部豊田地

区 、開催日は令和３年１０月３１日日曜日、会場は豊田市福祉センターで

す。珠算競技の普及発展を目的に、小学生の各学年の部で、かけ算、わり

算、見取算、見取あん算の総合競技を実施するものになります。なお、み

よし市教育委員会賞として、小学校３年生から６年生の各部の優勝者に賞

状を下付します  

 続きまして、第２６回市民カヌーポロ大会、申請者はみよし市カヌー協

会、開催日は令和３年９月４日土曜日、会場は保田ケ池カヌーポロ競技場

です。 市民及び市カヌー協会会員を対象にカヌーポロ大会を開催し、競技

力の向上を図るとともに、カヌーポロ協議の普及・振興に寄与することを

目的とします。競技は、高校生以上の部、中学生以上の部、小学４年生以

上の部の３部で実施されます。 
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次に、第２３回保田ケ池カップカヌーポロ大会、申請者はみよし市カヌ

ー協会、開催日は令和３年９月４日土曜日から９月５日日曜日まで、会場

は保田ケ池カヌーポロ競技場です。内容としましては、全国を対象にカヌ

ーポロ大会を開催し、カヌーポロ協議の普及と人口拡大並びに青少年の健

全育成を目的に、高校生以上の部、中学生・高校生以上女子の部、小学４

年生以上の部の３部で実施されます。 

続きまして、第２５回豊田市こども発達センター公開セミナーみんなで

暮らす地域社会～ダウン症・発達障がいのある子の生活を支える～、申請

者は社会福祉法人豊田市福祉事業団、開催日は令和３年１１月７日日曜日、

会場は豊田市こども発達センターおひさまです。 ダウン症・発達障がいの

あるお子さんの地域生活をテーマに基調講演を開催し、障がいのある子ど

もの子育てとその支援に関しての話を伺うことを通して、障がいのある子

どもが家族とともに地域で暮らしていくための支援について、教育関係機

関の方とも共に考える機会とするものです。 

以上が、審査承諾をした後援等申請の案件となります。   

次に、専決処分の報告について工事変更請負契約の締結について、説明

させていただきます。 

資料１５ページをお願いします。 

サンアート大規模改修工事に関して、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分を行いましたので、同条第２項の規定によりこれを令和

３年第３回みよし市議会定例会に報告するものです。 

一枚おめくりいただき、資料１６ページからは工事ごとの専決処分の内

容について、ご説明申し上げます。 

専決日は、いずれも令和３年８月６日となります。 

はじめに１６ページの専決処分書です。 

処分事項は工事変更請負契約の締結、工事名はサンアート大規模改修（建

築）工事、工事場所はみよし市三好町地内、請負金額につきましては変更

前請負契約金額が１０億７，３９６万７，４００円、変更後請負契約金額

は１０億８，３４４万６００円、差し引き９４７万３，２００円のの増額

です。請負契約者は、愛知県名古屋市守山区大森一丁目２７０１番地、株

式会社宇佐美組名古屋支店支店長藤井正です。変更内容につきましては、

洗浄により塗装やシートが剥がれる恐れのある既設案内看板のシート張り

の他、床タイルの一部に浮きが確認されたエントランスのタイルの張替え

などとなります。 

資料１７ページの専決処分書をご覧ください。 

処分事項は工事変更請負契約の締結、工事名はサンアート大規模改修（電

気）工事、工事場所はみよし市三好町地内、請負金額につきましては、変

更前請負契約金額が１億６，６６６万３，２００円、変更後請負契約金額

は１億７，０２６万２，４００円、差し引き３５９万９，２００円の増額

です。請負契約者は、愛知県名古屋市中区栄四丁目６番２５号、川北電気

工業株式会社取締役社長大津正己です。変更内容につきましては、不具合

が判明した設備棟及び受水槽の電灯盤及び動力盤の修繕及び電源配線の更
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新などとなります。 

ページを１枚おめくりいただき資料１８ページの専決処分書をご覧くだ

さい。 

処分事項は工事変更請負契約の締結、工事名はサンアート大規模改修（機

械設備）工事、工事場所はみよし市三好町地内、請負金額につきましては、

変更前請負契約金額が６億４，５３３万４，８００円、変更後請負契約金

額は、６億５，４１２万３，８００円、差し引き８７８万９，０００円の

増額です。請負契約者は、愛知県名古屋市中区錦一丁目８番３９号、閑林

工業株式会社取締役社長閑林憲之です。変更内容につきましては、漏水が

確認された消化水槽の防水工事などとなります。 

資料１９ページの専決処分書をご覧ください。 

処分事項は工事変更請負契約の締結、工事名はサンアート大規模改修（舞

台機構）工事、工事場所はみよし市三好町地内、請負金額につきましては

変更前請負契約金額が、５億７，５３０万円、変更後請負契約金額は、５

億７，５４２万４，３００円、差し引き１２万４，３００円の増額です。

請負契約者は、愛知県名古屋市中村区二瀬町１６１、三精工事サービス株

式会社名古屋支店支店長落合亜矢です。変更内容につきましては、大小ホ

ールの手動吊物機構の電動化による既設機器とのワイヤーの干渉防止のた

めの滑車の追加などです。 

資料２０、２１ページは先ほどの建築から舞台機構までの各工事の専決

処分の概要を一覧にまとめたものです。以上説明とします 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

１６ページですけども、工事変更請負契約、サンアート大規模改修（建

築）工事ですが、今回の変更は３回目の変更ですか。これから精算の意味

で最終の変更契約がありますか。変更契約についてそのタイミングと何回

位変更されるのか。 

 

サンアート大規模改修（建築）工事につきましては、今回が３回目です。

なお、今回が最終の変更となります。建築工事につきましては、現場に入

った段階で色々不具合等が出てまいりまして、分かった時点で基本的には

１千万円を超える場合であれば変更契約を直近の議会でお願いし、１千万

円を超えない場合であれば専決処分で議会に御説明させていただいている

状況です。 

 

契約の途中で変更する場合、変更協議書を出されると思うのですが、議

会には２回変更契約を出され、今回は１千万円以下だから専決処分された

と思うのですが、例えば変更協議書で進めて３回を２回にするとかも可能

だと思うのですが、そのへんの考え方や業務が整理されておればいいので

すが、議会での説明も必要になると思いますので、その点について確認し

ておいてください。 
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変更契約を伴う場合は、直近の議会で良いよという承認をもらった段階

で現場が動き出すというスタンツになっています。基本的には工期の範囲

内でやろうとすると、１千万円を超える段階で直近の議会に出して了解を

受けたら工事に着手するという考えで進めています。 

 

もうすぐ完成に近づいております。また、新しくなったところを見てい

ただきたいと思います。他にありますか。 

 

【質疑なし】 

 

 続きまして生涯学習推進課からの報告事項について説明をお願いしま

す。 

 

 資料の２２ページを御覧ください。 

 リサイクルブックフェアの開催についてです。図書館で不用となった図

書や雑誌について頒布するものです。時期は１０月３０日土曜日と３１日

日曜日にサンライブの３階会議室で開催します。対象者はみよし市内在住、

在勤、在学の小学生以上の人です。参加費は無料、募集につきましては広

報みよし９月号掲載します。 

 通常であれば図書館まつりとかサンアートまつりで頒布していたところ

ですが、コロナ禍でもあり今回は安全を配慮してあらかじめ整理券を配布

し申込みのあった方だけ対象とするものです。 

整理券の配付につきましては図書館のカウンターで９月８日から１０月

６日までの期間に指定枚数２５０枚とありますが、密にならないよう頒布

時間を分散し、感染対策をしながら実施してまいりたいと考えています。

説明は以上です。 

  

 頒布するのは雑誌で古くなったもの若しくはいろんな方から頂いた本で

重なっているものなのでしょうか。以前閉架書架を見せていただいたこと

があるのですが、まだまだがら空きの状態であったと思います。本を借り

に行ったとき、他の地域から取り寄せて借りることも多々あると思います

ので、まだ頒布しなくても良いと思うのですが、どういったものを頒布し、

どういったものを残されるのか教えてください。 

 

 今回頒布するものは主に雑誌が主となります。状態のいい物で趣味など

で使われる方が多そうなものが、全部で５，０００冊程用意してあります。

その他寄贈されたもので２，０００冊程ありますが、寄贈された物のうち

開架できないような物が閉架書架にたまってきたのでこういったものが主

となります。 

 また、以前人気があって多く買ったものが、今ではあまり出なくなった

ものもありますので、司書と相談しながら頒布することとした本も若干あ

ります。 
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日 程 ６ 

【閉会宣言】 
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 まだまだ閉架書架が空いているので、出来れば長く本を置いていただき

たいと思います。 

 

 昨年がコロナ禍の影響で頒布ができなくて、かなり閉架書庫も空きが埋

まってきており、もう少し頒布を延期することも検討したのですが、今回

頒布する運びとなりました。よろしくお願いします。 

 

 他によろしいでしょうか。 

 

【質疑なし】 

 

 他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、令和３年みよし市教育委員会第８回定例会を閉会します。 

（午前１０時４０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回は、令和３年９月１５日水曜日午前１０時から、市役所６階６０１・

６０２会議室におきまして、第９回定例会を開催いたします。 

 

 


